
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 238910 沼津卸団地簡易郵便局 ○ 静岡県駿東郡清水町卸団地２０３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 033630 西上尾郵便局 - 埼玉県上尾市大字壱丁目３６７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 033630 西上尾郵便局 - 埼玉県上尾市壱丁目北２９－１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 073280 ゆいの杜郵便局 - 栃木県宇都宮市ゆいの杜５－１５－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 077160 中塩原簡易郵便局 ○ 栃木県那須塩原市中塩原７－１５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 116520 乙事簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町乙事５２７１－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 116520 乙事簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町乙事５２７１－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 116940 若宮簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町富士見８２９４－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 116940 若宮簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町富士見８２９４－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 116980 須坂豊丘簡易郵便局 ○ 長野県須坂市豊丘６０５－３７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 116980 須坂豊丘簡易郵便局 ○ 長野県須坂市豊丘６０５－３８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 228390 中上簡易郵便局 ○ 三重県員弁郡東員町中上７６２－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 228390 中上簡易郵便局 ○ 三重県員弁郡東員町中上７６２－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 318090 鵠巣簡易郵便局 ○ 石川県輪島市惣領町五部６２－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 327550 市野瀬簡易郵便局 ○ 富山県高岡市戸出市野瀬５００ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R6.9.13 契約解除

R6.10.1 新設

R6.9.21 住居表示変更

R6.10.1 契約締結

R6.10.1 業務変更

R6.10.1 業務変更

R6.10.1 住居表示変更

R6.10.1 業務変更

R6.10.1 契約解除

R6.10.1 契約解除

別紙
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　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 418420 千早簡易郵便局 ○ 大阪府南河内郡千早赤阪村千早２３５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 517170 下板木簡易郵便局 ○ 広島県三次市三和町下板木１０９５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 537950 大社神門簡易郵便局 ○ 島根県出雲市大社町杵築南７７５－１４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 557660 四郎ヶ原簡易郵便局 ○ 山口県美祢市大嶺町西分１４０６－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 627260 南原簡易郵便局 ○ 徳島県阿波市土成町土成南原２８８－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 718040 玉名小田簡易郵便局 ○ 熊本県玉名市上小田１７４１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 738040 えびの上江簡易郵便局 ○ 宮崎県えびの市上江１１７７－１１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 768020 佐世保小島簡易郵便局 ○ 長崎県佐世保市小島町１９－３５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 768020 佐世保小島簡易郵便局 ○ 長崎県佐世保市小島町１９－３５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 837620 浅沢簡易郵便局 ○ 岩手県八幡平市中佐井６１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 444050 京都淀池上郵便局 - 京都府京都市伏見区淀池上町８５－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 444050 京都淀池上郵便局 - 京都府京都市伏見区淀池上町１４７－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R6.10.7 移転

R6.10.1 契約解除

R6.10.1 契約締結

R6.10.1 業務変更

R6.10.1 契約解除

R6.10.1 契約締結

R6.10.1 契約解除

R6.10.1 契約解除

R6.10.1 契約解除

R6.10.1 契約締結
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　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 067740 山方諸沢簡易郵便局 ○ 茨城県常陸大宮市諸沢４７５２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 067740 山方諸沢簡易郵便局 ○ 茨城県常陸大宮市諸沢４２８０－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 436950 伊丹大野郵便局 - 兵庫県伊丹市大野１－５７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 436950 伊丹大野郵便局 - 兵庫県伊丹市大野３－１３４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 761350 五島椛島郵便局 - 長崎県五島市本窯町８２７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 768610 五島椛島簡易郵便局 ○ 長崎県五島市本窯町８２７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 443940 新田辺郵便局 - 京都府京田辺市田辺平田１５－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 443940 京田辺駅前郵便局 - 京都府京田辺市田辺中央５－２－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 857140 日田簡易郵便局 ○ 山形県寒河江市日田五反１１－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 737410 五十市駅前簡易郵便局 ○ 宮崎県都城市久保原町４街区３９ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

R6.10.15 移転

R6.10.15 移転

R6.10.15 廃止

R6.10.31 契約解除

R6.10.23 契約締結

R6.10.15 新設

R6.10.21 移転・改称
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